
会 議2

第 5号様式

会議の開催結果について

1 会  議  名  令和 4年度第 2回上尾市障害福祉施策推進委員会

日 日寺  令不口4年 10月 6日 (火 )

午前・午後 1時 00分から

3 開 催 場 所  上尾公民館 講座室 503

4 会 議 の議 題

(1)障害者手帳所持者数等の推移について

(2)上尾市障害者支援計画の進捗状況について

(3)次期上尾市障害者計画、上尾市障害福祉計画及び上尾市障害児福祉

計画に係るアンケー ト調査の実施について

(4)その他 ・

5 公開 。非公開

の別

公 開

6 非公開の理由

7傍 聴 者 数  1人

8 問い合わせ先

(担当課)

健康福祉部 障害福祉課

048-775-5315(直 通 )
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会  議  録

会 議 の 名 称
令和 4年度第 2回上尾市障害福祉施策推進委員会

開  催  日 時
令和 4年 10月 6日 (火)午後 1時から午後 3時

開 催 場 所
上尾公民館 講座室 503

議憲委員長・会局氏名
相川章子 (聖学院大学 人間福祉学部 )

出席者 (委 員)氏 名

高橋

強矢

木全

山口
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秀行

社会福祉法人 あらぐさ福社会

社会福祉法人 上尾あゆみ会

社会福祉法人 あげお福社会

特定非営利活動法人 ピュア・スマイル

特定非営利活動法人上尾市身体障害者福社会

上尾市手をつなぐ親の会

上尾市聴覚障害者協会

上尾市医師会

上尾商工会議所

上尾市ボランティア連絡会

上尾・桶川・伊奈基幹相談支援センター

上尾市社会福祉協議会

上尾特別支援学校

大官公共職業安定所

欠席者 (委 員 )氏 名

大野 奈美

久保 田孝子

湯本 幸江
遠藤 浩正

特定非営利活動法人 ポコ・ア・ポコ

障害者 (児)の生活 と権利を守る上尾市民の会

上尾市民生委員・児童委員協議会連合会

埼玉県鴻巣保健所

事務局 (庶 務担 当)

平賀課長 市村副主幹 栗原副主幹 岸主査 金子主査

井原主任
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1 議   題 2会 議 結 果

(1)次期上尾市障害者計画、上尾市障害福祉計画及び上

尾市障害児福祉計画に係 るアンケー ト調査の実施に

ついて

(2)その他

議 事 の 経 過 男U糸氏σ)と ま〕り 傍聴者数 1名

会 議 資 料

。会議次第
・令和 4年第 1回上尾市障害福祉施策推進委員会 書面会議結果
。次期上尾市障害者計画、上尾市障害福祉計画及び上尾市障害児福祉計画

に係るアンケー ト調査の実施について (ア ンケー ト案)(資料①)

。次期上尾市障害者計画、上尾市障害福祉計画及び上尾市障害児福祉計画

に係るアンケー ト調査の実施について (第 1国会議の結果 と対応 )

。資料③「次期障害福祉計画及び障害児福祉計画に係るアンケート調査に
つ いて」

議事のてん末 。概要に相違なきことを証するため、ここに署名する。

令和4年 /2月 2∂ 日

議長 (委員長・会長)の 署名

議 長 に代 わ る者 の署名

(議長が欠けたときのみ)
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議 事 の 経 過

立文 ‐
=姜

土

フヨ 百 徊 議 題 ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項

事務局市村

事務局市村

相川委員長

事務局市村

相川委員長

ただいまから、令和4年度第 2回上尾市障害施策推進委員会を開催いたし
ます。本日司会と務めさせていただきます、障害福祉課 副主幹の市村と

申します。よろしくお願いいたします。
まず、資料の確認をさせていただきます。本国の委員会で使用します資料
につきましては、事前送付いたしております。それでは 1点ずつ確認させ

ていただきます。
1点 日、会議次第。
2点 日、令和4年第 1回上尾市障害福祉施策推進委員会 書面会議結果。
3点 日、資料① 次期上尾市障害者計画上尾市障害福祉計画および上尾

市障害児福祉計画に係るアンケー ト調査についてし
4点 日、次期上尾市障害者計画上尾市障害福祉計画および上尾市障害児福
祉計画に係るアンケー ト調査の実施について。
以上4点については、事前送付いたしております。
また、本日机上にて配布させていただいております資料③「次期障害福祉

計画及び障害児福祉計画に係るアンケー ト調査について」という1枚の資

料を配布しております。資料が不足している方は、挙手にてお知らせくだ

さい。

(資料確認 )

それでは、資料の確認について終わ りといた します。
つづきまして、今年度は初めての対面開催 とな りますので、委員の皆様か

ら自己紹介を兼ねて一言ずつただきたいと存 じます。

では、相川委員長様から反時計回 りにお願い します。

(委員 事務局 あいさつ )

続きまして、本 日、ご欠席の連絡をいただいてお りますので、ご報告申し

上げます。大野委員、久保 田委員、湯本委員、遠藤委員、以上 4名 におか

れましては、都合のため欠席 となってお ります。また佐藤順恒委員が、遅

れるとの連絡をいただいてお ります。

この結果、本 日の出席者は 14名 にな り、委員会につきましては、条例第

7条第 2項の規定に基づき、過半数の委員のご出席がありますので、会議

が成立 していることをご報告いたします。

それでは、これより、令和 4年度第 2回上尾市障害福祉施策推進委員会を

開会いたします。この後の議事の進行につきましては、条例第 7条 (会議 )

の規定により、委員長にお願いいたします。なお、本 日の議事については、

議事録作成のため録音 させていただきますことをご了承 ください。それで

は、相川委員長、議事の進行をよろしくお願いいた します。

それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。ご協力よろし

くお願い します。

事務局に確認 します。傍聴者はお りますか ?

はい。1名 ございます。

審議に入る前に委員のみなさんにお伺いします。
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委員

相川委員長

相川委員長

事務局岸

相川委員長

木全委員

本 日の会議につきましては公開としてお りますが、ただいま傍聴希望者が

1名 来てお ります。公開となっている審議事項については傍聴を許可する

とい うことでよろしいで しょうか ?

(異議なし)

事務局の方、ご案内いただければと思います。

(傍聴人入場 )

それでは、この後の審議は公開の会議 とさせていただきます。それでは、

議事の 1番 目、「次期上尾市障害者計画、上尾市障害福祉計画及び上尾市

障害児福祉計画に係るアンケー ト調査の実施について」事務局から説明願

います。

<議事 1 次期上尾市障害者計画、上尾市障害福祉計画及び

上尾市障害児福祉計画に係 るアンケー ト調査の実施について>
(資料「令和 4年第 1回上尾市障害福祉施策推進委員会 書面会議結果」、
「次期上尾市障害者計画上尾市障害福祉計画および上尾市障害児福祉計

画に係 るアンケー ト調査について (資料① )」 、「次期上尾市障害者計画上

尾市障害福祉計画および上尾市障害児福祉計画に係 るアンケー ト調査の

実施について」「資料③ 次期障害福祉計画及び障害児福祉計画に係るア

ンケー ト調査」について説明)

ありがとうございました。本当にまずは皆様詳細に見ていただいて、より

よい良い調査用紙になっていると思いますが、まず説明に対 してご不明な

点やご意見等、もしありましたらお願いします。

書面会議結果の (3)の ところです。 1つ 目の、前回の調査 (令和元年度

実績)では「居住地区、住まいの場」などの項 目があ りま したが、今回は

どうしてなくしたのですかとい う間に関して、回答 として、住まいの場 (戸

建・その他等 )、 世帯の収入源などは計画策定項 目に無いため、省略 しま

したとい う事務局の返答ですけれ ども、前回のアンケー トの結果を見る

と、例えば、住まいの場。戸建なのか、賃貸なのかとい う結果があって、

それを見るとすごく特色があると思っていて、例えば精神障害の方は賃貸
の集合住宅と答えた割合が他の障害に比べてすごく多 くて、3割 ぐらいの

方が賃貸集合住宅でした。そ うい うのを見ると、他の区分の回答は持ち家
が一番多いですが、精神障害の方は、アパー トなどで暮 らしている人が、

他の障害に比べると多いなってい うのが判 ります。事務局は計画策定項 目

にないと言いますが、実際、計画の中の、地域生活支援事業において、住
宅入居等支援事業 とい うものが項 目としてあり、令和 4年度までずっと未

実施で、令和 5年度から実施って書いてある。この事業は、精神や知的障

害の方が賃貸住宅を借 りるときに、保証人がいないとか、いろんな理由で

入居が困難な人に支援を行 うとい う事業なので、今はやっていないが、令

和 5年度から実施予定となっているので、アパー トで暮 らしている人がど

れだけいるかとか、そ うい うのは関係すると思っていて、計画策定項 目に

ないと言い切るのはどうかと思いました。

また、世帯の収入源 も、精神障害の方でい うと年金のみ とい う割合が他に

比べると多い傾向があるなど、その辺 りも生活保護など市の福祉全体を考
えた時には、関係あるのではないかと思 うので、参考になるのではないか

と思いました。             `
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相川委員長

事務局岸

相川委員長

委員

相川委員長

事務局岸

木全委員

事務局岸

委員

事務局岸

相川委員長

植村 (高松 )

委員

相川委員長

植村 (高松 )

委員

事務局金子

植村 (高松 )

委員

相川委員長

あ りがとうございました。詳細に調査 されていてされていて、住宅入居等

支援事業に関しては、アパー トに住んでいる方が移行するとい うものでは

なく、地域移行の一環 として、一つの選択肢になるのではないかと思いま

した。今月末にもうアンケー トを発送するとい う状況ですが、項 目入れる

か入れないかとい う話になってくるかと思いますが、今からその調整が可

能なのか。事務局から回答いただきます。

アンケー トヘの追加は可能なので、対応 させていただきたいと思います。

入れていただけるとのことですが、それでよろしいで しょうか。

異議なし

例えば、居住地区・住まい・収入源などは、このアンケー トと関係なく把

握 しているものは市にあるので しょうか。

住民基本台帳からアンケー トの送付先を抽出するので、住所はわか ります

が、詳細な情報は抽出が困難なので、アンケー トで取っていただいた方が

よろしいかと思います。木全委員にお伺い したいのですが、項 目は「戸建

て・賃貸」ですか、それ とも自宅でよろしいですか。

前回は、戸建て住宅 (持ち家 )、 戸建て住宅 (賃貸 )、 集合住宅 (持ち家 )、

集合住宅 (賃貸 )、 グループホーム等、福祉施設、病院に長期入院中 (6
か月以上 )、 その他 とい う項 目でした。

それでは、前回と同様でよろしいですか。

異議なし

わか りました。前回のアンケー ト内容に揃えます。

そ うすると、前回と今回の比較も可能ですね。ありがとうございます。

他にございますか。

アンケー ト「オ」の障害児の保護者の方への項 目、間 10の 「希望する直

近の進学先」とい うことで、木全委員からもご意見があったところかと思

いますが、ニーズの関係からすると、やは り「直近の」い う形になるかと

思います。また、養護学校 とい う表記については、上尾市内は特別支援学

校 とい う名称になっているので、特別支援学校で表記の方が保護者には混

乱がないのではないかと思います。いかがでしょうか。一瞬、養護学校 と

い う文言で混乱される保護者がい らっしゃるのではないかと。

皆 さん、どうでしょうか。

アンケー ト「オ」の 4ページにな ります。「問 10 教育・就業についてお

たずね します。」です。項 目が 5番の盲・ろう・養護学校小学部 とい うと

ころで、大宮ろう学園は「ろう」ですけれ ども、視覚特別支援学校 とかに

通われている方はどうかと思いま して。

5番を修正するとしたら、盲・ろう 0養護学校小学部ではなくて、なんと

い う言葉が適切になるので しょうか。

非常に迷われるところで、塙保己一 さんの方にも盲とい う言葉が入ってい

なかったかと思います。大宮は大宮ろう学園ですけれ ど。本校やか しの本

は特別支援学校ですので、盲 0ろ う・養護学校小学部、どのように入れる

か検討が必要かと思います。

養護学校 とい う名称を特別支援学校に変更するとい うことで、 5番 08

番 010番あた りは養護学校の部分を特別支援学校に変えるとい うことで

よろしいですか。

７
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植村 (高松 )

委員

相川委員長

事務局金子

相川委員長

植村 (高松 )

委員

相川委員長

事務局岸

相川委員長

小川委員

相川委員長

事務局岸

小川委員

事務局岸

小川委員

事務局岸

相川委員長

山口

副委員長

視覚・聴覚・知的・肢体不 自由まで書 く必要はないと思います。丁寧では

あると思いますが、実際の名称 とは異なってしま うので。

視覚・聴覚・知的・肢体不 自由ってい うのは、学校名が入ってこない。

上尾やかしの木は知的障害ですけれ ど、そこは特別支援学校。ろうの大宮

は大宮ろう学園なので、盲 0ろ うなどは抜かして、特別支援学校小学部、

特別支援学校中学部 とするのはどうですか。

では、そのように修正 します。

もしか したら設間について周知が必要かもしれない。大丈夫で しょうか。

印象 としてはわからないのですが、若い保護者の方は、養護学校 とい う言

葉になじみがあるのかとい うところが、質問の発端で して、特別支援学校

の方がぱっと選択のしやすいのではないかと思いま した。 5番・ 8番 0

10番を、特別支援学校小学部・中学部・高等部に変えていただいて、今、

委員長からあったように、※で視覚・聴覚・知的・肢体不 自由と解説いた

だくのが良いと思います

植村委員、ご指摘あ りがとうございます。事務局、よろしいですか。

わか りました。

よろしいですか。いろいろなご専門の方がいらっしゃるとい うことは、こ

うい う意味がありますね。

他にございますか。

第 1回会議の書面開催結果の 6ページロ、アンケー ト内容の問 12 仕事

について、前回会議の後に 7項 目を今回 5項 目に整理 しているが、単純に

有期雇用者がかな りいるはずなので、その方がどこにつけるのか考えたと

きに、前回は契約社員 とい う項 目があったが、今回の項 目だと、どれを選

択 してよいかわからないとい う質問が来るのではないか。

ありがとうございます。前回の項 目には 2番に契約社員がありま したが、

今回無 くなった事について、事務局から説明よろしいですか。小川委員か

らの質問は、有期雇用の方はどこにつければいいのか迷 うのではないかと

い うことですが、前回の項 目では 2番に契約社員があった。新 しい項 目で

も 2番の欄に当てはまるのかもしれませんが、「不定期に派遣や内職請負

で働いている」とあるところに、パー ト・アルバイ ト等含むとあると迷わ

れるのではないかとい うことですが。

小川委員 さんに質問したいのですが、有期契約 とい うことで、一応、パー

ト・アルバイ トに含むかなと思 うのですが、有期契約 とも記載 した方がよ

ろしいのでしょうか。
ハローワークにおける分類 としての話ではあるが、不定期 とい うと、働い

た り働かなかった りがあると感 じる。有期契約は例えば 6か月ごとに契約

を更新 しているといったもの。

それでは、 2番に契約社員を追記すればよいですか。

その方が見やすいと思 う。 2番にそ うい うのを含んでいるとい う意味で。

わか りました。それでは、2番のかつこの中に契約社員 とい う文言を追記

します。よろしいですか。

山口委員。

働き方の区別を調べることで、どんなことに生か したいのかとい うところ

にもよってくるかと思ったのですけど、以前の質問項 目だと、「正社員・

正職員」、「契約社員 。嘱託」のようになっていたが、どちらも、ほぼフル

只
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相川委員長

事務局岸

相川委員長

事務局岸

木全委員

相川委員長

事務局金子

タイムで働いているってい う意味では、いゎゆる世間で言 う正社員であろ

うと期限付きの契約社員 としてそれを更新 しているのであろうと、働いて

いる時間帯 とか、内容は一緒であった りする。障害者だから契約社員にし

かなれない、そ うい う人たちが多いのだとい うようなことと結びつけたく

てこうい う分け方なのか、そのことまで考えず、ただ法律上、やっぱりど

うい う身分かってい うところを重視 して区分けしたのか少々わからない。

もし、項 目を整理するときに、「私 自身は企業などに雇用 され正社員また

は正社員 と同等の時間を働いている。」とい う場合 と、「企業などに期限付

きや短時間の労働契約で働いている」とい う、そのような分け方で書面会

議の際に意見 したところですが、どの点を一番知 りたいかによって、どち

らに説明をつけるのがいいか判断できればと思 う。

ありがとうございます。

今、山口委員からお話いただいた通 りで、正社員 とか正職員 として安定的

に仕事をしている方 と、不定期 とい うか、期限付きを含む と思 うのですが、

定期的でないようなパターンをちよっと分ける形で、項 目の 1番 と2番で

分けるとい う形式 となっています。小川委員のご意見に話を戻 します と、

先ほどの契約社員 とか、契約職員ってい うのは 2番の方に当たるかと。

それで、後ろの方には、この臨時職員・アルバイ ト・パー トなど何 と書 く

か別にして、最後に「不定期に派遣や内職請負を含む」と入れた方がよい。
「派遣や内職請負」とい う言葉が先に出ていると、回答者が迷われるので

はないで しょうか。

わか りました。

障害者雇用だと、前回実施 した際のアンケー トでは、聞き方が書面開催時

のアンケー トと同様で した。それで見ると、身体障害の方は正社員が一番

多くて 3割程度、知的障害の方は、福祉サー ビスが一番多く6割程度。精

神障害の方は、企業などのアルバイ ト・パー トが一番多 くて 35%ぐ らい

で、すごく現状がわかる項 目になっていて、比べるならこれはいいなと思

いました。もし、先ほどの書き方に修正するとしたら、契約社員の部分は、

障害者雇用で正社員って言ったら、基本、正社員 と同じ時間帯で、ただ契

約で、1年ごとの契約であった りするのですが、時間数は長 く、短かった

らパー トになるので、契約社員の方がやっぱ りこれに悩むので、1番を「企

業などの正社員・正職員・契約」。山口委員がおっしゃっているような、
「正社員または同等の時間働いている」としたほうがわか りやすい。1番
がフルタイムで働いているとした方がわか りやすいので、1番がフルタイ

ムで、2番がパー ト・アルバイ ト・不定期の様にした方が、分け方 として

はわか りやすいかなと思います。

ありがとうございます。今の最新のアンケー ト案では、前回の項 目2と 3

を一緒にしたものになっていますが、これをそのままに、ちょっと文言は、

違 うので しょうけれ ども、山口委員の案のように分けておくのか、二つに

分けるとすると、私は、先ほど申し上げたような形にするのがよいと思 う。

他の委員の皆様はどうで しょうか

そ うしましたら、 1番が企業などの正社員・正職員、契約社員 (正規社員

または正規社員 と同等の時間を働いている)と い うふ うに、付け加 えて、

20304・ 5は このままとい う形でいいのかなと思いましたがいかがで

しょうか。

ｑ
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相川委員長

事務局金子

木全委員

1番に契約社員を加えて同等の時間を働いている人 として、2番の文言は

変えるのでしょうか。アルバイ トとかパー トってい うのは正規ではないと

思 うので。
パー ト・アルバイ トを文頭に出して、不定期に派遣や内職請負 とい う形に

します。

ありがとうございます。

すいません。先ほどのところで、学校の名称についてなんですけれ ども、

前のページの間 5の項 目で、(3)が 「特別支援学校に通っている」に特

に注釈がなかったので、こちらも特別支援学校小学部・特別支援学校中学

部・特別支援学校高等部でよいのではないか。先ほどの注釈を削除しまし

て。ちよっと長いかなと思いました。

注釈無 しとい うことでしょうか。

注釈無 しでお願いいたします。

(佐藤順恒委員到着)

佐藤委員がいらっしゃいましたので、今日は、今年度初めて開催される会

議ということで、皆さん自己紹介しておりますので、お願いします。

(あいさつ)

ありがとうございます。

それでは、本全委員に挙手いただいているのでお願い します。

植村先生がお話 してきていただいた、区分オ問 10の 「希望する直近の進

学先」のところですが、前回のアンケー トでは最初に「お子 さんにどのよ

うな進路を予定 してお られますか。 (1つだけに○)」 とい う設間があっ

て、今回は入っていないですが、そこで、進学・就職・障害者施設への通

所 。障害者施設への入所・その他 とい う項 目があって、その うえで、「進

学に○をつけた方におたずね します。希望する進学先はどこですか。」と

い う間と、「就職に○をつけた方におたずね します。志望する就労形態は

どれですか」とい う問いがあった。今回はどの進路を希望するかとい う問
いがなく、希望する進学先・就労を聞いているので、例えば 18歳 17歳
のお子 さんをお持ちの保護者の方にとって、進学先がないとい うか、大学
の希望が前回 0%だったので、多分大学に付ける方は少ないと思います
が、そ ういった希望する直近の進学先がどこですか、もし就労なんだけど

とか、進学は希望 してないが、12番の職業訓練校などで書いていますけ

ど、そこを選ぶのか。それ とも間 11で就労移行、就労継続支援 B型A型
を選ぶのかって悩まれるかなと思いました。前回に揃えた方がいいかと思
った りもします。

ありがとうございます。これは障害児の親御 さんへのアンケー トですね。

そ うですね。対象者は 18歳未満。17歳までです。
18歳は対象に入るのか

18歳未満を対象 としているので、17歳までです。

前回は、この質問の前に、お子 さんにどんな進路を予定 しているか。進学
か就職か障害者施設の通所か伺 う質問があって、そこで進学を選んだ人
が、間 10で、希望する進学先はどこですかとい う問いに、就職を選んだ

方は間 11の希望する就労形態はどれですかとい う聞き方をしていたの

で、これだと両方答えないといけないのですが、
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小川委員

木全委員
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進路を聞く間をもう一つ作った方がよいとい うことでよいで しょうか。

進学先 とい う言葉だと回答に困るかもしれないが、進路 とい うふ うにすれ

ば、ここの中に就労とい うのを入れるのもあ りなのではないか と思いま

す。やっぱ り質問数が多いってい うのはすごく負担の一つなので。これか

らの修正がしやすい方でいいのかなと思いますけど。

相川委員長のおっしゃる通 り、設問数が増えることは好ましくないと思 う

ので、間 10の中に就労等を入れ、就労を希望 した場合に問 11に誘導す

るようにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

それでは設間としては、直近の進学先ではなく、直近の進路とい う表現に

なるで しょうか。

そ うですね。

お願いいた します。少 し話を戻 しまして、勤務形態についてですけれ ど、

企業などのとい う言葉が入つているのですが、入れなくてもよいではない

か。正社員・正職員のみの表現の方が、文字が少なくて読みやすいと思い

ますので、すべて取って問題なければ取って しまってよいかと思います。

細かい話になりますが、ハローワーク側から見ると、求人 としては、フル

タイムとパー トタイムに分かれる。その点で、有期雇用者をどこに入れる

かについては、アンケー トでどの点を把握 したいかとい う点に尽きます。

アンケー トを回答する側 としては、ついていた方があ りがたい と思いま

す。ハローワークでの基準になりますが、パー トタイムとは勤務時間が短

いとい うこと。パー トタイムの有期雇用者はどちらを選択すればよいのか

とい うことでは、 2を選択すればよいとい うことでよろしいですか。
パー トタイムの有期雇用者そこにつけるかとい う話。

フルタイムであれば 1に なるとい うことですか。

そ うですね。あとは、そこの区別をした方がいいかどうかですよね。

正規か非正規 とい うことを、たとえば障害者の方は非正規が多いので、正

規を増や していきたいとい うことを、計画 として立てるのに、現在正規は

どれ くらいいるのかとい うことを調査するためであれば、その分類になる

と思 う。

非正規だけど、フルタイムで働いているとい う人たちが集約 されて しま う

データでいいですかってい うことではありますね。それはちょっと確かに

どうで しょうか。障害者の状況 として、非正規が多いとい うことを課題 と

して挙げて今後の取 り組みにしていくとい うことだとすると、きちんと正

規 とい うことが表に出るアンケー ト項 目になってないとわか らないとい

うことだと思います。その有期雇用の人たちでフルタイムの方が非正規だ

とい う認識でお られるかとい う点はどうでしょうか。

それは非正規だと思っていると思 う。正社員ではないので。

有期雇用 とい うのは、会社の経営が悪 くなってしま うとそこで終わ りとい

う問題がある。

非正規雇用か どうかってい うことをきちんと聞いた方がよくないですか

ね。
ハローワークとしての問題の範囲が違 うので、このアンケー トで、市とし

て、どこに入れても対象がわかれば、あとは皆さんが解釈するとおもう。

正規雇用のところに、有期雇用の人も入れてはだめか。

アルバイ ト・パー トと一緒にしたらまずいですか。

11



小川委員

相川委員長

木全委員

事務局井原

小川委員

土井委員

相川委員長

事務局岸

木全委員

事務局岸

相川委員長

植村 (高松 )

委員

相川委員長

事務局岸

植村 (高松 )

委員

事務局岸

用語的な話をさせていただくと、社会的身分を表す項 目で、職名 といいま

すか、正社員だから、とい うところでやっている。有期 とい うのは職名 と

かではないですけど、用語についてハローワークの職員 として申し上げる

と、外すってい うところはちょっと。 1を正社員・正職員 としたら、2は

非正規 となっていくのではないで しょうか。

非正規雇用 とい う言葉で行 くのはどうで しょうか。文言は、その問いに合

わせた文言にしていただければよいと思います。市として一番知 りたいの

は正規か非正規かとい うことでしょうか。内職を入れてしまうと、内職は

雇用ではなく、非正規でもないので。

社会的身分 とい うには、雇用形態でしょうか。正社員なのか、パー ト0ア

ルバイ トなのか、雇用でない内職なのか。

正規の社員 と、契約で正規並みに働いている契約社員 と、パー ト0アルバ

イ トまたはパー ト・アルバイ ト並みの勤務時間の契約社員 と、派遣や内職

を含む非正規 とい うぐらいの方がよろしいとい うことでしょうか。

個人的な意見を言 うと、最初に企業などの正社員 とい うのが来るのであれ

ば、2番 目は企業などの正規職員以外 とい うのが、問題がない。それでア

ンケー トの用が足 りるのであればですが。
このアンケー トは、身分を知 りたいのか働き方を知 りたいのかどちらなの

か。身分を知 りたければ正規・非正規を聞けばよいし、働 く時間を知 りた

いのであれば、フルタイムかパー トタイムかを問えばよい。アンケー トの

答えをどこに求めているかによって、この文百を調整すればよい。

うまくまとめられず申し訳ありませんが、小川委員からのご意見では、正

規社員か正規社員以外 とい うことで正規職員以外の中身を細かく分ける

かとい うこと。また、土井議員のご意見では、勤務時間を知 りたいのか就

労 しているかいないのかを知 りたいのかなどになるのかと思いますが、い

かがで しょうか。もしも、事務局で今のご意見受けて再提案がございまし

たら。

委員の皆様からご意見いただいたので、検討 させていただいて。

もともと市の福祉に反映するためにアンケー トを取るので、どちらで取 り

たいのか。

元々市で考えていたのは、正規非正規など身分の点の調査であるが、今ご

提案いただいた内容を反映させていきたいと思 う。

よろしいで しょうか。すいません、ありがとうございました。

申し訳ございません。先ほどの変更で、オの問 10は 「希望する直近の進

路先」になるとい うことでよろしいで しょうか。希望する直近の進路先で、

その中に就労とい う文言が入るのであれば、お子さんの中には一定数、福

祉サー ビスの利用を検討 されていることを、小学部中学部の時から検討 さ

れる方もいらっしゃるかと思 うので、項 目に生活介護等福祉サービスの利

用 とい うのも入っていると、や りやすいかなと思 う。

ありがとうございます。

生活介護等福祉サービスですね。

サー ビスを利用することが進路とい うことであれば。進学先や、希望する

就労形態はとい うことであれば言葉を省かれるのかなと思ったのですけ

ど、進路 とい うことで聞くのであれば、そ ういった項 目があった方が迷わ

れないかなと。

就労と障害福祉サー ビスの利用の 2点を追加 します。
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ありがとうございます。

ありがとうございます。念のため、その他の項 目も追加 してはどうでしょ

うか。

その他 も追加いた します。

以上でよろしいで しょうか。

表紙アンケー トの表紙が、全部、療育手帳所持者の皆様 となっているが、

これは間違いで、これから修正されるとい うことでよろしいですか ?

誤 りなので修正いたします。

3行 日で、「このたび本市では、上尾市障害福祉計画および障害福祉計画

を策定するにあた り」と書いていますが、その前に上尾市障害者計画も加

えた方がよいと思 う。

ありがとうございます。追加いた します。

ありがとうございます。以上です。

よろしいでしょうか。

そ うしましたら、以上で本 日の議事の一つ 目を終えたいと思います。皆様
のご協力いただきましてどうもありがとうございます。

そ うしましたら議事の 2つ 目「その他」について、何か事務局からの事務

連絡はあ りますか。

(委員報酬について報告 )

あ りがとうございました。続いて委員の皆様から何かありますか。

商工会議所の佐藤 さんがお見えなので、ちょっとお願いしておきたいと思
います。市内でも知的障害を持った方が一般企業に就職 しているところで

すが、今、企業にとっては働いてくれる人 とい うことで、外国籍の方をた

くさん雇用 しているところがあります。そ うすると、知的障害者は、言葉

で物事を伝えるとい うことが難 しいのにも関わらず、周囲に外国籍が多 く

なって、なかなか落ち着いて仕事ができないとい うような声が、私たちの

もとに届いています。そのような理由から休みが続いて、そのまま行けな

くなった方もいるようで、障害者の方は、自分がきちんとしていたつもり

なのですけれ ども、もう来なくてもいいと言 うような形で辞職につながっ

て しまった方が何人かいらっしゃいました。やはリー番多いのは、外国籍
の人 と一緒に仕事 している人たちが、言葉がわからず、自分の気持ちを う

まく伝えられず、職場に行きづ らくなってしま うとい うようなことで、商
工会議所の会合などの場で、そ うい う外国籍の方 と一緒に知的障害者を雇
ってくださっている企業に対 して、フォロー してもらえるようなことをお

願い しておいていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ちょ

っと議題から外れたのでその他 とさせていただきました。

検討 させていただきたいと思います。

ありがとうございました。以上をもって本 日の議題を終了とさせていただ

きます。お疲れ様でした。

あ りがとうございました。最後に、山口副委員長様からご挨拶いただきま

す。

(あいさつ)

以上を持ちま して第 2回上尾市障害者施策推進委員会を終了いたします。
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